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各種支援制度の概要    

制度名 概 要 対象 実施条件等 

1 先進技術型研

究開発助成金

制度 

①先進技術型研

究開発助成金

（テレコム・

インキュベー

ション） 

情報通信分野における先

進的な研究開発を行うベ

ンチャー企業等に対し、そ

の研究開発費の一部を助

成する。 

民間のベンチ

ャー企業等 

助成対象経費の 2分の 1相当

額あるいは3千万円のいずれ

か低い額を助成。 

②国際共同研究

助成金 

国際共同研究による先進

的な情報通信技術の研究

開発に対し、その研究開発

費を助成する。 

国際共同研究

を実施する大

学、民間企業等

助成対象経費の2分の1相当

額あるいは 1 千万円のいず

れか低い額を助成。 

③高齢者・障害

者向け通信・

放送サービス

充実研究開発

助成金 

高齢者・障害者の利便の増

進に資する通信・放送サー

ビスの研究開発を行うた

めの通信・放送技術の研究

開発を行う民間企業等に

対し、その研究開発費の一

部を助成する。 

民間企業等 

助成対象経費の 2分の 1相当

額あるいは3千万円のいずれ

か低い額を助成。 

2 通信・放送新

規事業助成金

制度（情報通

信ベンチャー

助成） 

創業間もない段階のICTベ

ンチャー企業に対し、民間

ベンチャーキャピタルの

出資等を要件として、新規

事業化に必要な資金の一

部を助成する。 

ICT ベンチャー

企業またはこ

れから創業す

る個人 

助成対象経費の 2分の 1相当

額あるいは2千万円のいずれ

か低い額を助成。 

3 身体障害者向

け通信・放送

役務提供・開

発推進助成金

制度（情報バ

リアフリー事

業助成） 

通信・放送役務の利用に関

する身体障害者の利便の

増進に資する通信・放送役

務の提供または開発を行

う民間企業等に対し、その

経費の一部を助成する。 

民間企業等 
助成対象経費の 2分の 1相当

額を限度に助成。 

4 民間基盤技術

研究促進制度 

国民経済及び国民生活の

基盤の強化に相当寄与す

るもののうち、短期的には

収益が期待できないなど

リスクが非常に高く、民間

のみでは実施が困難な研

究開発課題を対象に、広く

民間企業等から公募の上、

開発を委託する。 

民間企業等 

研究開発成果による事業化

に関する売り上げは、その一

部を情報通信研究機構に納

付するよう売り上げ納付契

約を締結。 

 

 


